
王寺町特殊建築物等耐震診断補助金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、王寺町補助金等交付規則（平成１８年３月王寺町規則第

１号）に定めるほか、大規模地震の発生に備えた安全な地域づくりを目的と

して、地震時において倒壊して避難路等をふさぎ、避難、救命、消火等の活

動の妨げになる危険性が高い店舗、共同住宅をはじめとする特殊建築物等の

耐震化を促進するため、建築物の所有者が行う精密な耐震診断（以下「診断」

という。）に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することに関

し必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象建築物） 

第２条 補助金の交付対象となる既存建築物（以下「補助対象建築物」という。）

は、次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。  

（１）建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和５５年政令第１９６号）

の施行日（昭和５６年６月１日）前に建築された建築物であること。ただ

し、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（２）住宅（非木造に限る）を含み多数の者が利用する全ての建築物（個人の

利用を目的とする倉庫等を除く。）であること。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、補助対象建築物の所有者又は所有者の

同意を得た者（共有の建築物にあっては、共有者の全員により合意された代

表者）とする。 

（補助対象業務） 

第４条 補助金の交付対象となる診断の業務は、建築士法（昭和２５年法律第

２０２号）第２条に規定する建築士が「建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための基本的な方針（平成１８年１月２５日国土交通省告示第１８

４号）別添第１建築物の耐震診断の指針」に基づく評価方法により行う業務

を基準とする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。 

  



補助金の交付対象となる経費 補助金の額 

 次に定める計算方法により算出し

た額（消費税及び地方消費税相当額を

除く。）とする。 

（１）戸建て住宅は、１３４千円を限

度とし、かつ、１，０５０円／㎡

以内とする。 

（２）多数の者が利用する建築物（共

同住宅及び長屋を含む。）は、２

００万円を限度とし、かつ、次に

定める計算方法により算出した

額とする。 

ア．面積１，０００㎡以内の部分は

３，６７０円／㎡以内 

イ．面積１，０００㎡を超えて２，

０００㎡以内の部分は１，５７０

円／㎡以内 

ウ．面積２，０００㎡を超える部分

は１，０５０円／㎡以内 

 左欄の経費の額に３分の２を乗じ

て得た額（１，０００円未満の端数は、

切り捨てる。）。 

２ 補助金の交付は、補助対象建築物１棟に対し、１回限りを原則とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、特殊建築物等耐震診断補助金交

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、診断を受ける前に町長

に提出しなければならない。 

（１）補助対象建築物の位置図及び建築物の写真 

（２）耐震診断経費の見積書の写し 

（３）予定耐震診断技術者の資格証の写し 

（４）補助対象建築物の建築時期が確認できる書類 

（５）補助対象建築物の延べ面積が確認できる書類 

（６）補助対象建築物の所有者が確認できる書類（所有者以外の者が申請す

る場合にあっては所有者の同意書を、共有の場合にあっては申請代表者

への共有者の同意書又はこれに代わる書類を添付すること。） 

（７）所有者以外の者が補助対象建築物を使用している場合は使用者の同意

書 

（８）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（交付決定及び通知） 

第７条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審

査して、補助金の交付の可否の決定をするものとする。 



２ 町長は、補助金を交付すると決定した者に対しては特殊建築物等耐震診

断補助金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しないと決定した者に

対しては特殊建築物等耐震診断補助金不交付決定通知書（様式第３号）によ

りそれぞれ通知するものとする。この場合において、補助金の交付の目的を

達成するため町長が必要と認めるときは、条件を付することができる。 

（完了報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、診断

の完了後速やかに、特殊建築物等耐震診断完了報告書（様式第４号）に次に

掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１）耐震診断業務委託契約書の写し 

（２）耐震診断結果報告書の写し 

（３）耐震診断経費の領収書の写し 

（４）耐震診断中の写真 

（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金交付額の確定） 

第９条 町長は、前条に規定する完了報告があったときは、速やかにその内容

を審査して、補助金の額を確定し、特殊建築物等耐震診断補助金交付額確定

通知書（様式第５号）により交付決定者に対して通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１０条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定をしたときは、交付決

定者から提出される特殊建築物等耐震診断補助金交付請求書（様式第６号）

により補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１１条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定を取り消すことができる。 

（１）不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）補助金の交付決定の内容又は町長が付した条件に違反したとき。 

（３）この要綱又は王寺町補助金等交付規則に違反したとき。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


